
　① 各設問の該当項目に レ 印を付けます。その他に事業所独自で行なっている取り組みや工夫している点があれば，自由記述欄に

記入します。

　② 各項目の☆印は重点項目を示します。

　③ ☆印は２点，その他の項目は１点として計算し，８点満点とします。

　④ 評価は，次の４段階です。　８点～６点 ⇒ Ａ　５点～４点 ⇒ Ｂ　３点～２点 ⇒ Ｃ　１点以下 ⇒ Ｄ

　⑤ 評価時点のサービス提供状況で，設問に該当する利用者がいない場合は，いると仮定した場合，どのような対応をするかという

視点で回答します。

⑥ 各設問で用いている用語の説明や，設問の主旨を理解いただき，自己評価に臨んでください。
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広島県福祉広島県福祉広島県福祉広島県福祉サービスサービスサービスサービス第三者評価推進委員会第三者評価推進委員会第三者評価推進委員会第三者評価推進委員会



１　サービス提供の様式

(1)利用申込から利用終了までの手続に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
居宅介護サービス計画に基づいた訪問介護計画を作成するため，居宅介護支援事業
者と連携している

□ ② ニーズの把握，評価のために事前に利用者の居宅を訪問している

□ ③ ニーズの把握，評価のための書式を作成し，活用している

□ ④ 把握した情報に基づいて，職員間で協議を行っている

□ ⑤
ニーズの把握，評価を行った結果について，利用者とその家族に対して分かりやすく説
明し，訪問介護計画を作成している

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 利用時には必ずサービス担当者会議へ出席している

□ ②
サービス担当者会議において利用者及びその家族，そして関係者に対して，訪問介護
事業者としての意見を分かりやすく述べている

□ ③
サービス担当者会議では，利用の曜日，サービス内容等について，具体的に確認をし
ている

□ ④ サービス担当者会議の会議録を，個人ファイルに保管している

□ ⑤ サービス担当者会議の内容や，サービス提供の内容を事業所全員で共有している

□

□

　サービス開始前には，介護支援専門員の開催する
サービス担当者会議に必ず出席し，サービス提供上
の留意点などを確認するとともに，会議の内容を事
業所の職員全員で共有し，同じ視点でサービス提供
にあたることが大切です。
この設問は，利用者一人ひとりにあったサービス提供
を行うために，個別の援助ニーズや課題の把握を行
い，事業所の職員が共有する仕組みについて問うも
のです。

居宅介護支援事業所からサービス提供の依頼があった時，そのサービス提供内容につ
いてサービス担当者会議等を通じて，依頼内容を確認・検討していますか。

サービス利用の具体的な内容を検討するために事前に訪問し，専門的な視点からニー
ズの把握，評価がなされていますか。

ニーズの
把握，評
価

設問

　居宅サービス計画の内容のみをもとに，訪問介護
計画の策定を行うのではなく，サービス事業者として
の視点から，住宅環境，家族構成等の情報を収集
し，アセスメント・ニーズの把握，評価を行うことが必
要です。またその際には，必要に応じてかかりつけ医
(必要時は歯科医を含む)などからの情報を得ることも
期待されます。
　この設問では，福祉サービスを利用する利用者に
関わる情報収集とその分析，及び課題の明確化とい
うプロセスが利用前の段階から取り組まれているかを
評価するものです。

２

ニーズの
評価と利
用要否の
決定

１

設問



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
対応できないサービス内容については，そのサービスを提供できる機関・事業所等に関
する情報を分かりやすく示したパンフレットを作成し活用している

□ ②
事業所等の連絡先を情報提供するに留まらず，実際利用が可能かどうかを当該事業所
等へ連絡し確認している，あるいは確認することができる

□ ③ 紹介した事実について，記録している

□ ④ 社会資源情報の収集を定期的に行い，古い情報については更新するよう努めている

□ ⑤ 収集した情報は，いつでも誰でも，すぐ確認できるようにしている

□

□

(２)訪問介護計画に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
利用者の要介護状態の軽減・予防，居宅で自立した生活を営むことをめざした訪問介
護計画作成を利用者・家族に提案している

□ ②
居宅サービス計画書を居宅介護支援事業者より入手し，計画内容の整合性が図られて
いる

□ ③ 訪問介護サービスにかかわる利用者・家族の意向をあらためて確認している

□ ④ 訪問介護計画書に長期目標，短期目標が明確に記載されている

□ ⑤
訪問介護計画に沿ってサービスを提供していることを利用者・家族に定期的に確認し，
その状況を記録している

□

□

　事業所として「支援できること」と「支援できないこと」
を明確にしたうえで，利用者や家族等に必要な情報
を提供する体制を整える他，必要に応じて介護支援
専門員と連携することが求められます。
　この設問は，事業所として，当該事業所以外の社
会資源を把握し，活用する体制について問うもので
す。

設問

４
訪問介護
計画策定
と実施-1

居宅サービス計画に基づいて，個別に訪問介護計画を適切に策定し，それに基づくサービス
実施を行っていますか。

　訪問介護計画の立案にあたっては，居宅サービス
計画の内容をもとに，心理面，環境面に配慮しなが
ら事業所としての独自の課題分析から導きだされた
ニーズに基づいて行うことが必要です。また，計画の
内容を全職員に周知徹底し，同じ視点や方法によ
り，サービス提供を行うことが求められます。
この設問は，訪問介護計画策定に，利用者の身体
面・心理面の状態，環境的側面からの自立促進の視
点が踏まえられているかを問うものです。

設問

３
利用要否
決定の対
応

必要に応じて，他の公的サービスや非公的な生活支援サービスを紹介していますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
サービス担当者会議へ参加し，各専門職から出された意見を取り入れた訪問介護計画
を策定している

□ ②
サービス担当者会議以外にも，利用者の状態やニーズに応じて書く専門職からの評価
を依頼し，訪問介護計画策定に反映させている

□ ③ 他の専門職等の意見を記録し，活用している

□ ④ 必要に応じて，介護支援専門員等の参加を得るか，留意点等の情報を得ている

□ ⑤ 関係スタッフ全員で検討しながら，計画策定を行っている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 訪問介護計画策定にあたっては，最終的な同意を文書で利用者・家族からもらっている

□ ② 訪問介護計画策定にあたっては，利用者・家族の参加のもとで話し合っている

□ ③ 利用者，家族の希望等を聴き取り，希望に基づいた計画を策定している

□ ④ 訪問介護計画策定にあたっては，原案を文書で示し，分かりやすく説明している

□ ⑤ 策定された訪問介護計画については，利用者・家族に文書で交付している

□

□

　訪問介護計画の策定にあたっては，必要に応じ
て，医師や看護職，リハビリ職など，専門職の視点や
意見を取りいれることが必要です。
　この設問は，訪問介護計画策定に，介護・医療・栄
養等複数の職種の協働があるかを問うものです。

設問

６
参加・参
加と自己
決定

訪問介護計画策定にあたって，利用者・家族が参加し説明の上，同意を得ていますか。

　訪問介護計画を立案する際には，利用者，家族等
の意見を取り入れることが大切です。また立案した計
画やサービスの内容などを利用者，家族等に分かり
やすく説明し，同意を得ることが求められます。
　この設問は，訪問計画策定に，利用者・家族の参
加と同意があるかを問うものです。

設問

５
訪問介護
計画策定
と実施-2

訪問介護計画を策定する際に，必要に応じ各種専門職種の参加を得て行っていますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
援助に対する利用者・家族の満足度を把握し，必要に応じて訪問介護計画の見直しを
行っている

□ ② 援助の経過を正確に観察・評価し，記録している

□ ③
サービス提供責任者は，１か月に１回は利用者宅を訪問し，サービス提供内容を確認し
ている

□ ④ 訪問介護計画の目標の達成状況を確認している

□ ⑤
訪問介護計画の見直しを行った際には，居宅介護支援事業者へも見直し後の訪問介
護計画を文書で交付している

□

□

(３)サービス提供の工夫に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
利用者・家族に早朝・夜間・深夜の利用が可能であることを料金も含めて，契約時に説
明している

□ ② 早朝対応できるように人員の体制等を整備している

□ ③ 夜間対応できるように人員の体制等を整備している

□ ④ 深夜対応できるように人員の体制等を整備している

□ ⑤ 緊急の場合など，状況によっては対応が可能になっている

□

□

　援助の経過を継続的に記録し，利用者の心身の状
況等に変化があった場合には，あらかじめ定められ
た時期以外であっても，訪問介護計画の見直しを行
うことが必要です。またその場合，介護支援専門員や
関係職員等に，見直しの内容等を周知することも求
められます。
　この設問は，援助経過の観察・評価が通所介護計
画の見直しに連動される仕組みについて問うもので
す。

設問

８

24時間・
365日対
応の体制
-1

早朝・夜間・深夜に対応できる体制がとられていますか。

　利用者や家族の状況，ニーズ等に応じて，柔軟な
対応を行うことが求められます。
　この設問は，延長について利用時間の柔軟性を問
うものです。事業所認可で延長しない内容で申請し
ている事業所は，今後の見通しについて，自由記述
の項目を作成してください。

設問

７
訪問介護
計画の見
直し

援助の経過を正確に観察・記録し，必要に応じて訪問 介護計画の見直しを行っています
か。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 利用者・家族に日曜日，その他の休日の利用が可能であることを説明している

□ ② 日曜日に対応できるよう，人員の体制等を整備している

□ ③ 日曜日以外の休日にも対応できるよう，人員の体制等を整備している

□ ④ お盆や年末年始にも対応できるよう，人員の体制等を整備している

□ ⑤ 緊急の場合など，状況によっては対応が可能になっている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 利用者・家族の希望した時間帯に訪問ができるよう人員体制を調整している

□ ② 利用者の食事時間とその状況を細かに把握している

□ ③ 利用者の排泄時間とその状況を細かに把握している

□ ④ 食事・排泄以外の利用者・家族の日常生活の様子やニーズを細かに把握している

□ ⑤ 利用者の状況を職員間で共有するための工夫を行っている

□

□

　利用者や家族の状況，ニーズ等に応じて，柔軟な
対応を行うことが求められます。
　この設問は，事業所の開所日について問うもので
す。
　なお，事業所認可の時点で祝日・日曜の開所を行
わない内容で申請している事業所は，今後の見通し
について，自由記述の項目を作成してください。

設問

１０
提供体制
の柔軟化

日常生活の節目（食事・排泄等）にあわせたサービス提供ができる体制がとられています
か。

利用者の生活リズムを把握して，それにあわせなが
ら，必要なサービス内容が組み立てることが必要で
す。
　この設問は，訪問介護計画策定が，利用者の生活
リズムを加味した内容であるかを問うものです。

設問

９

24時間・
365日対
応の体制
-2

日曜日，その他の休日の対応ができる体制がとられていますか。



(４)利用者・家族とのコミュニケーションに関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
利用者・家族との個別の話し合いの機会を定期的に設け，利用者・家族の意向を把握し
ている

□ ②
定期的な話し合いの機会以外にも，利用者・家族の求めに応じて話し合いの機会を設
けている

□ ③
話し合いでは，利用者・家族の意向を把握するに留まらず，その意向にかかわる各種情
報の提供や介護方法の工夫を提案している

□ ④ 利用者・家族が意見を出しやすくするため，無記名のアンケートを実施している

□ ⑤ 訪問の際，常に利用者・家族の意向を把握するようにしている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
苦情受け付け担当者，苦情解決責任者を明示した苦情解決のための流れを示したものを作成
し，それを使って利用者・家族に分かりやすく説明したうえで，文書を交付している

□ ② 苦情解決のためのマニュアルを作成し，それに基づき対応している

□ ③
受け付けた苦情については，回答の期限を提示し，検討した結果は文書で報告してい
る

□ ④ 利用者からの苦情に公正中立に対応するため第三者委員を設けている

□ ⑤ 事業所以外の苦情申立機関の連絡先等も情報提供している

□

□

　利用者や家族等の相談にいつでも応じることが分
かりやすく説明されている他，直接の相談以外にも，
アンケート調査や連絡ノートの活用などにより，積極
的に利用者，家族の意見や意向等を聴く機会を持
ち，相談しやすい雰囲気づくりを行うことが求められ
ます。
　この項目は，利用者・家族からの相談に応じる体制
について問うものです。

設問

１２
利用者の
苦情受付

利用者・家族の苦情を受け付ける窓口があり，その苦情を迅速にサービスの改善につな
いでいますか。

　相談苦情窓口を明確に示し，苦情の受付から解決
にいたるまでのシステムを事業所として整える他，あ
らゆる手段を通じて苦情や訴えを収集することが必
要です。また，苦情の内容や対応の結果を公開する
ことによって，利用者や家族の目に見える形で返して
いくことで，苦情や意見を言いやすい雰囲気づくりに
つなげていくなどの工夫を行うことが期待されます。
　この設問は，利用者・家族の苦情に応じる体制を評
価するものです。

設問

１１
相談・情
報提供活
動

定期的，または必要に応じて，利用者・家族との相談や意見収集の機会を持っています
か。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
同居・別居の別にかかわらず，家族に対して個別に，定期的に利用者の状況を報告し，
情報を共有している

□ ② 個々の利用者家族との連絡帳を作成し，日常的な情報の共有を図っている

□ ③
利用者にかかわる家族の悩みや問題についても，相談に応じ，必要な情報の提供や専
門機関等への紹介を行っている

□ ④ 必要に応じて地域の家族会や介護者教室を紹介している

□ ⑤ 緊急の場合に，連絡が取れるように，利用者・家族に連絡先を伝えている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 家族が介護・介助に関して抱えている問題や課題を把握している

□ ②
家族が介護している場合に，家族が日常的にどのような方法で介護・介助しているかを
把握している

□ ③
家族が介護・介助に関して抱えている問題や課題を把握するため，必要に応じて話し合
いをしている

□ ④ 把握した内容をもとに，適切な介護技術指導等を行っている

□ ⑤
介護技術指導を行った後も，継続して利用者・家族の状況を把握し，その状況に応じて
適切に対応している

□

□

　連絡ノートの活用やアンケートの実施，広報紙の発
行など，様々な方法で家族とのコミュニケーションを
確保し，利用者の心身の状況や日々の様子などを
伝えていくことが必要です。
　この設問は，家族との連携，コミュニケーションを図
る取り組みについて評価するものです。

設問

１４
家族との
連携-2

家族との連携・コミュニケーションを確保するよう努めていますか。

　家族の介護負担の軽減や利用者の在宅生活の支
援のために，家族介護教室の紹介や介護技術に関
する助言などを行うことが期待されます。
　この設問は，家族が介護技術を向上させる機会を
持つ取り組みについて問うものです。

家族へ介護技術指導を必要に応じて行っていますか。

設問

１３
家族との
連携-1



(５)利用者の記録管理に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 利用者に関する情報を記録するための各種様式等を作成している

□ ② 記録に関するマニュアルを作成している

□ ③
記録の記載方法等に関する研修を事業所内で定期的に実施し，従事者に周知徹底し
ている

□ ④ 各従事者が適切に記録しているかどうかを定期的に確認している

□ ⑤
利用者に関する情報は，利用者ごとに一元的に管理されており，必要な時にすぐに見ら
れるようになっている

□

□

２　サービス内容
(１)各サービスに共通な項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 自立支援を目的とした訪問介護計画書が作成されている

□ ② 介護方針の確認ができている

□ ③ 計画にもとづき，利用者ができる部分は自分で行ってもらっている

□ ④ 利用者，家族が諸行事，活動へ積極的に参加できるよう，配慮している

□ ⑤ 日常生活にメリハリがつけられるよう配慮している

□

□

　利用者の記録は，職員の情報の共有化と訪問介護
計画の評価・見直しを行う際の基本的な情報になる
ものです。利用者一人ひとりに対するサービスの実
施状況や経過，相談の内容などを，統一した様式･
方法で記録し，それらの内容を職員間で情報共有す
ることが重要です。また，プライバシーに配慮した記
録の管理方法についても細心の注意をはらうことが
求められます。
　この設問は，利用者に関する情報の記録，及び記
録の活用について評価するものです。

設問

１６
自立支援
-1

サービス提供の際は，利用者が自立して活き活きとした生活が送れるよう配慮していま
すか。

　個々の利用者の心身の状況とニーズに応じなが
ら，できる部分は自分でやってもらうなど，自立支援
の理念に基づいたサービス提供を行うことが重要で
す。
　この設問は，利用者の自立と社会参加のための配
慮について問うものです。

設問

１５
利用者の
記録

利用者に関する情報を，適切に記録していますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
心身状況，生活環境等を把握し，利用者の状況にあった福祉用具の選定を行うため
に，介護支援専門員に情報提供している

□ ② 福祉用具の選定については，専門職との協議により，情報提供を行っている

□ ③ 利用者が自立した生活を送ることを目標とした福祉用具の選定にあたって助言している

□ ④ 福祉用具の利用目的を，必要に応じて利用者へ分かりやすく説明している

□ ⑤ 福祉用具の使用方法について，必要に応じて利用者・家族に分かりやすく説明している

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 体調や健康状態に変化があるときは必要な支援を行っている

□ ② 健康管理のチェックマニュアルがある

□ ③ 健康管理の記録がある

□ ④ 体調や健康状態に変化があるときはかかりつけ医に連絡をとっている

□ ⑤ 必要な検査，検診を受けるよう援助している

□

□

　できる限り，在宅生活を継続するという視点にたち，
福祉用具の選定や使用についての助言を行ったり，
介護支援専門員等への情報提供を行うことが期待さ
れます。
　この設問は，福祉用具の活用について事業所が
取っている他の専門職種等と連携体制について問う
ものです。

設問

１８ 健康管理

利用者，家族の体調や健康状態に気を配り,健康の保持増進のために必要な支援を行っ
ていますか。

　利用者の健康状態の変化に気を配り，家族，かかり
つけ医，介護支援専門員等と連携をとりながら，より
質の高いサービス提供を心がけることが求められま
す。
　この設問は，利用者の健康管理についての取り組
みを評価するものです。

設問

１７
自立支援
-2

利用者の状態により，自立支援のための福祉用具を活用できるよう，介護支援専門員と
連携していますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① マニュアルを作成し，その内容を周知徹底している

□ ② 接遇教育を継続的に実施している

□ ③ 毎朝の朝礼等をとおして，職員に再認識を促している

□ ④
利用者の心身の機能にかかわらず，幼児語や指示的な言葉など，自尊心を傷つける言
葉づかいをしない配慮が行われている

□ ⑤ マニュアルの内容を定期的に見直している

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
利用者・家族の心理面に配慮し，会話の不足している利用者や家族には特に気を配っ
ている

□ ② 日常業務は常に声かけしながら行っている

□ ③ 利用者や家族との会話の中から困っていることを把握するように努めている

□ ④ 利用者や家族からの相談には，できるだけ話を聞く努力をしている

□ ⑤ 難聴の人には補聴器や筆談で対応するなど，個別の対応を行っている

□

□

　利用者を年長者として尊敬する姿勢を大切にし，
言葉づかいや態度などについて，職員への注意を
喚起するためにも，マニュアル内容の周知や定期的
な見直し，接遇教育の継続的な実施などが期待され
ます。
　この項目は，利用者・家族への言葉づかいについ
て，事業所が職員に対して行う取り組みについて問う
ものです。

設問

２０
コミュニ
ケーショ
ン-2

利用者・家族の心理面に配慮し，コミュニケーションをとるよう努めていますか。

　言葉によるコミュニケーションのみに捉われるので
はなく，利用者の表情やしぐさなどにも，注意しなが
ら，利用者の思いや意向等を汲みとることが必要で
す。また，利用者や家族が話しやすいような機会づく
りや雰囲気づくりを行うことも期待されます。
　この設問は，利用者とのコミュニケーションにおい
て，事業所での取り組み，配慮について問うもので
す。

設問

１９
コミュニ
ケーショ
ン-1

利用者・家族への言葉づかいに対する配慮がなされていますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 利用者や家族の意向を訪問介護計画に取り入れている

□ ② サービス提供時に，利用者・家族の意向が反映されている

□ ③ 利用者・家族の意向について，定期的に確認を行っている

□ ④ 食事や，入浴場面においても，意向を配慮している

□ ⑤ 服装や生活環境等は本人の希望に沿ったものになるよう，支援している

□

□

(２)サービス提供の事前事後に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 訪問前のミーティングを行い，連絡事項の確認を行っている

□ ② 前回までの訪問記録を確認し，サービス提供内容の確認を行っている

□ ③ 訪問に必要な物品の確認を行い，準備している

□ ④ 必要に応じて関係機関，事業所に連絡を行っている

□ ⑤ 訪問介護員自身の服装，整容等も自己チェックしている

□

□

　事前訪問や送迎時，日々のケアなどをとおして，利
用者・家族等の希望を汲みとるよう努めることが大切
です。また，連絡のとりにくい家族や意向の表示が
はっきりしない家族など，様々な家族がいることも踏
まえ，意向を尊重したサービス提供を考えることが求
められます。
　この設問は，サービス提供の際の利用者・家族の
意向尊重について評価するものです。

設問

２２
サービス
提供の事
前準備

サービス提供前に，準備・確認を行っていますか。

　サービス提供マニュアルの内容が職員全員に周知
され，確実に実行できるしくみがあることが求められま
す。また，職員間での報告や連絡事項などの情報伝
達と共有を徹底し，その内容を確実にサービスに反
映できるしくみづくりを行うことが必要です。
　この設問は，サービス提供前の準備・確認の状況
について評価するものです。

設問

２１
利用者の
意向の尊
重

サービスの提供にあたって，利用者・家族の意向をできる限り尊重するよう努めています
か。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① サービス提供の後に，サービス内容についての報告と検討を行っている

□ ② その日のうちに記録を作成し，サービス提供内容の整理と見直しを行っている

□ ③ トラブルや改善を要する事態が起こった時は，早急に対処する体制をとっている

□ ④ 必要に応じて，介護支援専門員に連絡をとっている

□ ⑤ 必要に応じて，関係機関や家族等と連絡をとっている

□

□

(３)個々のサービスに関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 利用者の栄養状態や健康状態にあわせた食事提供を行っている

□ ② 食事前に部屋の換気を行っている

□ ③ 自宅にある食器の中で，料理に見合う食器を使ったり，盛り付けの工夫をしている

□ ④ 食材を購入する場合，旬のものを買うように心がけている

□ ⑤ 利用者の好みに合ったものを準備するように，心がけている

□

□

　サービス提供後には，利用者や家族，関係機関等
に対して，報告や事後処理を行う必要があり，サービ
ス提供内容等に関する記録を確実に整理することが
大切です。また，トラブルや改善を要する事項があれ
ば，早急に対処するしくみを整えておくことも重要で
す。
　この設問は，サービス提供後の報告・事後処置に
ついて評価するものです。

設問

２４ 食事-1

食事をおいしく食べられる工夫を行っていますか。

　食事を楽しむために，利用者の姿勢や背の高さ，
障害の状態等に応じたテーブルや椅子の高さ，形な
どの工夫を利用者の居宅でできる範囲で行うことが
求められます。また，食材を購入する際には旬の食
材を買ったり，盛り付けの工夫をするなど，食事を楽
しみながら，おいしく食べれるための工夫をできる範
囲で行うことが期待されます。
　この設問は，利用者宅において，利用者が食事を
摂るにふさわしい環境が整えられているかを問うもの
です。

設問

２３ 事後処理

サービス提供後に，報告・事後処理を行っていますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 食前，食後の手洗い，口腔ケアを行うなど衛生面に気をつけている

□ ② 食材は冷蔵庫等に保管している

□ ③ テーブル，椅子などを清潔に保っている

□ ④ 利用者に必要なエプロン，タオルや使用した調理器具，食器の清潔に留意している

□ ⑤ 食事の下膳を行う場合は，速やかに行っている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
必要に応じて，栄養士や保健・医療スタッフとの連絡調整ができており，個別の状態に
対応した食事が提供できる

□ ②
利用者の身体状況・咀嚼力・嚥下力等に応じた調理方法や本人の好みに応じたものを
総合的に考えた食事が提供できる

□ ③ 歯痛，発熱等の突発的な状況に対応した食事の用意ができる

□ ④ 利用者の食習慣にあったものが準備できる

□ ⑤
サービス提供時以外の食事にも配慮し，介護支援専門員と連携し配食サービス等の情
報を提供している

□

□

　食中毒や感染症の防止は，手洗いの徹底が基本と
なります。正しい手洗いの方法を研修等を通じて，周
知するとともに，テーブルや椅子などの清潔や食材
の保管等にも留意することが必要です。
　この設問は，食前・食後の衛生面における取り組み
について問うものです。

設問

２６ 食事-3

利用者の心身の状態に配慮した適切な内容の食事が提供されていますか。

　利用者の身体状況や咀嚼力に応じた食事形態の
配慮を行う他，突発的な発熱や体調不良などの場合
にも，対応できるよう，栄養士や医療スタッフなどとの
連携体制を整えることが求められます。
　この設問は，利用者に提供する食事について柔軟
な対応が可能な状態があるかについて問うもので
す。

設問

２５ 食事-2

食前，食後の衛生面の配慮を行っていますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
身体状況に合わせて自分のペースで食べられるよう，自助具や食器，盛り付けの工夫を
行っている

□ ② できるだけ座位をとるなど，嚥下しやすい姿勢に配慮している

□ ③ 利用者に声かけをしながら，自分のペースで食べれらるようにている

□ ④ １回に口に運ぶ量に気を配り，飲み込んだことを確認して，次の介助を行っている

□ ⑤ 全て介助するのではなく，自立支援に基づいた介助を行っている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 誤嚥，喉に詰まったときの応急処置マニュアルが整備されている

□ ② 応急処置の訓練を行っている

□ ③ かかりつけ医（必要時は歯科医も含む）への連絡体制が整備されている

□ ④ 緊急の場合の家族への連絡体制が整備されている

□ ⑤ 事故が起こった場合の事故報告書が整備されている

□

□

　利用者の心身状態に応じて，誤嚥の防止やできる
部分は自分自身で行えるような働きかけや福祉用具
の工夫等が求められます。
　この設問は，食事介助にあたって，利用者の個々
のペースをどのように観察し，一人ひとりに合った食
事介助が行われているかを問うものです。

設問

２８ 食事-5

食事中の事故について，緊急に対応できるようにマニュアル化がされていますか。

　職員全員が，食事中の事故に対して，適切な行動
がとれるように，日ごろの研修による周知徹底や専門
機関との連絡・連携体制の整備が求められます。
　この設問は，食事中の事故に対する体制について
問うものです。

設問

２７ 食事-4

利用者の心身の状態に合わせた(摂食・嚥下障害等）食事介助をしていますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
利用者の身体状況に合わせた介助方法によって行い，利用者に苦痛を与えないよう介
助している

□ ②
入浴前に健康チェックを行い，以上がある場合は，家族やサービス提供責任者と相談の
うえで，入浴か清拭かの判断をしている

□ ③ 利用者が入浴・保清することを，十分納得したうえで行っている

□ ④ 異常があった場合の主治医との連絡体制が整備されている

□ ⑤ 自分で洗えるところは洗ってもらうなど，自立支援に基づいた介助をしている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 食後のブラッシングやうがい等，日常的に口腔ケアを行っている

□ ② 身体介護の利用者には，サービス提供時に口腔内のチェックを行っている

□ ③ 口腔内チェックにより異常が認められた場合，歯科医の受診を促している

□ ④ 必要があれば家族への指導・助言を行っている

□ ⑤ 口腔ケアにかかる講習会や研修に参加している

□

□

　利用者の居宅において，安全な入浴サービスが提
供できるよう，各事業所において，整備された入浴介
助マニュアルの内容をもとに，健康チェックや介助を
行うことが求められます。
　この設問は，入浴に関するサービス提供の状況に
ついて評価するものです。

設問

３０ 口腔ケア

定期的に口腔ケアが適切に行われていますか。

　歯科医師や歯科衛生士などの専門職の助言・指導
のもとで，口腔内の清潔保持に努めることが必要で
す。
　この設問は，利用者宅における口腔ケアについて
の取り組みを評価するものです。

設問

２９
入浴・清
拭

利用者の身体状況に合わせた入浴及び入浴介助，清拭を実施していますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
自立支援に基づいて，オムツ使用者でもなるべくポータブルトイレやトイレで介助してい
る

□ ② 声かけ誘導をしてトイレでの排泄を促している

□ ③ 便器，尿器等の使用にあたっては，利用者に苦痛を与えないよう配慮している

□ ④ 利用者の状況にあわせたオムツや介助用品が選択できるよう助言している

□ ⑤ 冬場のトイレの保温など，環境面の整備等の必要があれば助言している

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
利用者が気兼ねしないように手際よく，必要に応じて言葉かけを行いながら介助してい
る

□ ② 不必要な肌の露出はしないよう心がけている

□ ③ 利用者の自宅の状況にあわせたプライバシーの保護を心がけている

□ ④ 換気や消臭スプレーにより臭いを残さないよう，配慮している

□ ⑤ 利用者に苦痛を与えないよう，介助している

□

□

　訪問介護サービスを受けている時間は，利用者の
生活全体からすると短い時間ですが，個々の排泄パ
ターンを把握したうえで，ミーティング等で個々のケ
アの方法や対応について話し合いを行い，早めの声
かけや誘導など，排泄自立のための働きかけを行う
ことが期待されます。また，季節等に応じた環境を整
えることも大切です。
　この設問は，排泄ケアについて，利用者の心身状
態への配慮を問うものです。

設問

３２ 排泄-2

利用者のプライバシー・心身面に配慮した排泄介助を行っていますか。

　排泄介助の際には，声かけや誘導方法，声の大き
さなどに十分注意をはらうとともに，臭いへの配慮な
ど，利用者の羞恥心や尊厳に配慮した介助を行うこ
とが必要です。
　この設問は，排泄ケアについて，利用者の羞恥心
に対する配慮を問うものです。

設問

３１ 排泄-1

心身の状態に合わせた排泄介助を行っていますか。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 利用者の身体状況に応じた通院介助を工夫している

□ ② 移動介助，外出支援に関するマニュアルを作成している

□ ③ 移動介助，外出支援に関する研修を実施している

□ ④ 公共交通機関を利用して，通院介助を行っている

□ ⑤ 介護タクシー等により，通院介助を行っている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 他の外出支援サービスが利用できるかどうかを確認し，情報提供している

□ ② サービス提供できない旨を，分かりやすく説明している

□ ③
利用者から希望がある場合は，実際に利用が可能となるよう，他サービスにつないでい
る

□ ④ 利用可能な事業所を一覧化している

□ ⑤ 一覧化したリストは，いつでも誰でもすぐ確認できるようにしている

□

□

設問

３３
外出支援
-1

利用者の身体状況に配慮し，公共交通機関等を利用して，通院介助を行っていますか。

　在宅での生活を継続するために，利用者のニーズ
や身体状況等に応じて，移動介助や外出支援の
サービスを提供することが求められます。
　この設問は，利用者の通院介助についての取り組
みを評価するものです。

設問

３４
外出支援
-2

サービス提供ができない場合，他の外出支援サービスにつないで対応していますか。

　事業所として，必要な社会資源を適切に把握し，必
要に応じて，情報提供できる体制を整えることが必要
です。
　この設問は，当該事業所以外の社会資源を把握
し，利用者の希望に応じる支援ができる体制づくりに
ついて問うものです。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 整容に関するマニュアルを作成し，活用している

□ ② 利用者や家族の希望を聞いたうえで，衣類を選択するよう心がけている

□ ③ 訪問の際には，汚れた衣類を洗濯している

□ ④ 洗濯した衣類は，所定の場所に保管している

□ ⑤ 必要に応じて，理美容サービスを利用できるよう連絡調整を行っている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 生活援助に関するマニュアルを作成し，活用している

□ ② 居室，廊下等の整理を心がけ，移動時の安全を確保し，事故の防止に努めている

□ ③ 台所，食堂の清潔を心がけ，衛生面に配慮している

□ ④ ガスレンジ，暖房器具からの火災を防ぐよう，常に配慮している

□ ⑤
掃除，整理整頓をする時は，必ず利用者とともに行うか，利用者の同意を得て行ってい
る

□

□

設問

３５ 整容

身だしなみや整容を適切に行っていますか。

　利用者の意思を尊重しながら，好みを把握して，髪
形や衣類の選択したり，清潔を保持するためのサー
ビスを提供することが期待されます。
　この設問は，みだしなみや整容について，利用者
の好みや希望を尊重する，あるいは重視する取り組
みがどのように行われているかを問うものです。

設問

３６
生活援助
-1

清潔で住みやすい生活環境と安全を確保していますか。

　利用者のこれまでの生活習慣を大切にしながら，
加齢や障害によって生じた生活のしづらさを解消す
るための環境整備が求められます。
　この設問は，居室等の清掃，整理の清潔保持のた
めのサービス内容について評価するものです。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
汚れた衣類を洗濯するだけでなく，洗濯物の量や状態から利用者の健康状態等を把握
している

□ ② 訪問時間，天候，身体状況を配慮し，洗ってから干すまでの手順を考えている

□ ③ 収納の際，利用者が取り出しやすいよう工夫している

□ ④ 着衣が汚れている場合は，利用者の納得のうえで着替えを促している

□ ⑤ 寝具の清潔保持にも心がけている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 必要な物のリストをつくり，無駄のないよう，また不足がないよう配慮している

□ ② 利用者が自分で選んで買い物ができるよう，外出介助を行っている

□ ③
利用者が買い物に行けない場合でも，チラシ等を活用して利用者の好みに応じたもの
が買えるよう，配慮している

□ ④ 日用品は買い置きのチェックを行っている

□ ⑤ 食料品等については，消費期限に配慮し，廃棄について利用者に確認している

□

□

設問

３７
生活援助
-2

常に清潔な肌着や衣類を身に付け，身体の清潔を保てるよう，洗濯や衣類等の管理を
行っていますか。

　更衣や洗濯等の様子から利用者の生活の変化を
読み取ることもできます。衣服や寝具の管理を利用
者ができるだけ自分でできるよう，利用者の状態を見
極めた支援が求められます。
　この設問は，洗濯・衣類の管理について，利用者の
意思尊重や自立促進の視点からのサービス提供体
制について評価するものです。

設問

３８
生活援助
-3

買い物の援助の際は，利用者が自立した生活を送るための配慮を行っていますか。

　利用者の食事の好みや食習慣等に配慮しながら，
買い物の援助を行う他，買うものの種類や廃棄等に
ついては，利用者の意思を尊重して支援することが
大切です。
　この設問は，自立支援の観点からの買い物につい
て評価するものです。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 原則として金銭は預からないことを本人，家族に説明している

□ ② 預貯金の出し入れは，訪問介護員は行わないことを徹底している

□ ③ 金銭を取り扱う際は，必ず書面で確認を行っている

□ ④ 買い物等や，レシートに明細を入れて渡している

□ ⑤
金銭の自己管理が困難になった利用者には，福祉サービス利用援助事業(かけはし)の
利用を介護支援専門員等を通じて勧めている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 食事は，ベッド以外でとれる居住環境となるよう働きかけ，それを具体的に進めている

□ ② 車椅子等の福祉用具の活用を勧め，寝食分離を具体化している

□ ③ 寝食分離を具体化するために，利用者本人の意欲を向上させる働きかけを行っている

□ ④ 食事以外のときでも，離床する機会を設けるように配慮している

□ ⑤ 利用者の状況に応じた補助具等を利用し，離床を促している

□

□

設問

３９
金銭の取
り扱い

利用者の金銭の取扱を適正に行っていますか。

　無用なトラブルを防ぐためにも，利用者のお金を扱
わないことを原則としながらも，利用者の状況等に応
じた対応を行うことが求められます。またその場合に
は，必ず書面で確認するなど，取り扱いには，十分な
注意を払う必要があります。なお，状況に応じて，福
祉サービス利用援助事業（かけはし）等の活用につ
いても，検討することが大切です。
　この設問は，利用者の金銭を取り扱う際の適切さを
評価するものです。

設問

４０
寝たきり
防止-1

寝食分離に努めていますか。

　体調不良など，健康状態に問題がない限り，ベッド
以外での食事を原則とし，1日の生活の中にメリハリ
をつけ，起きることを目的とするのではなく，意欲をも
ちながら寝・食分離できるよう，取り組むことが期待さ
れます。
　この設問は，寝・食分離ついての取り組み状況を問
うものです。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 長時間の離床が困難な利用者は，短時間でも座位が保てるよう努力している

□ ② ギャッジベッド等の利用により少しでも座位が取れる時間を増やすなど工夫をしている

□ ③
必要に応じて，理学療法士など専門職と連携をとり，生活リハビリの視点を取り入れてい
る

□ ④ 常時臥床による身体への影響等を説明している

□ ⑤ 離床の際の過ごし方は苦痛にならないように配慮している

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 可能な限り，起床時の介助として寝間着から日常着への着替えを行っている

□ ②
全介助の必要な利用者には着替えやすいよう，身体の状況に合わせた衣類を選んでい
る

□ ③ 自分で着脱ができる利用者には，取り出しやすいよう収納の工夫をしている

□ ④
１日の生活にメリハリをつけるために，着替えることの意義について，利用者・家族等と話
をしている

□ ⑤ その日の状態により対応できる柔軟な考えをもって接している

□

□

設問

４１
寝たきり
防止-2

一日の総臥床時間を減少する努力が行われていますか。

４２
寝たきり
防止-3

日中は寝間着から日常着に着替えるようにしていますか。

　身体の状態等に応じた車椅子やクッション等の工
夫によって，利用者が苦痛を感じることなく，座位を
保てるよう，配慮することが大切です。
　この設問は，寝・食分離を実践する取り組みの一つ
である臥床時間の減少にどのように取り組んでいる
か，その状況を問うものです。

設問

　1日の生活の中にメリハリをつけるためにも，寝間着
から日常着への着替えの支援をできる限り，すすめ
られることが期待されます。
　なお，身体状況等から，特に寝巻きと日常着の区
別をつけていない利用者に対しては，就寝時と日中
を更衣という面から，どのように区別しているか，とい
う工夫について回答してください。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 利用者の人権や意思を尊重し，日々の認知症の状態にあったたケアを行っている

□ ② 認知症ケアに関する研修を行っている

□ ③ 支持的援助を重視し，自立生活への配慮を行っている

□ ④ 夜間安眠できるように，できるだけ活動的な生活援助を行っている

□ ⑤ 指示でなく納得のうえで，共同で行うよう配慮している

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
必要に応じて，医師・看護師・介護支援専門員等と緊密に連絡をとり，適切な対応をして
いる

□ ② 周辺症状（BPSD)の原因や行動パターンの観察を行い，記録を行っている

□ ③ 行動そのものを制限するのでなく，環境整備や受容的な態度で受けとめている

□ ④
利用者の生命・身体を保護するため，緊急の場合を除き，身体拘束等により行動制限を
行っていない

□ ⑤ 周辺症状（BPSD)の記録から原因や対応策等を検討している

□

□

　認知症の周辺症状（ＢＰＳＤ）を，問題として捉えるのでは
なく，行動の背景やパターンなどを観察や記録をもとに職
員間で協議し，環境整備などによって，症状の軽減に努め
ることが大切です。また，医師など専門職の視点や意見を
取り入れながら，より良いケアの方法を探っていくことが求
められます。
　この設問は，認知症高齢者の周辺症状（ＢＰＳＤ）に対す
る対応を評価するものです。
　　なお，認知症は，記憶障害を主とする「基本症状(中核
症状)」と心理･環境･性格等の相互作用でさまざまな心理
症状や行動症状を示す「周辺症状」とに分類されます。後
者は，周囲の人々に様々な負担を与えるため，「問題行
動」と呼ばれることが一般的でしたが，ケアのあり方や環境
を変えることによって改善しうること，「問題」は本人ではなく
介護者側の問題であり，高齢者の尊厳を考えると不適切で
あるとの指摘があること，などの理由から最近は使用が控
えられ，その代わりに「BPSD」の呼び方が推奨されていま
す。一方，「周辺症状」の呼び方も既にある程度定着して
おり，本評価基準では当面「周辺症状(ＢＰＳＤ)」と併記する
こととします。

４４
認知症高
齢者-2

認知症高齢者の周辺症状(BPSD)等の観察と分析を行い，その行動への適切な対応を
行っていますか。

４３
認知症高
齢者-1

認知症の状態に配慮したケアに努めていますか。

設問

　認知症の特徴や症状についての学習を行い，認知
症を正しく理解したうえで，さまざまな方法論につい
て学び，それらを実際のケアに活かせるように，事業
所としての援助の方針をつくりあげることが必要で
す。また，事業所としての援助方針とあわせて，利用
者個々の症状に応じながら，よりよいケアの方策を
探っていくことが期待されます。
　この設問は，認知症の利用者に対するケアの取り
組みについて問うものです。

設問



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 必要に応じて，医師，看護師，介護支援専門員等と緊密に連絡を取り対応している

□ ② 利用者の生活リズムを把握している

□ ③
良い刺激を絶えず与え，寝込ませないよう，また放置により孤独にならないように対応し
ている

□ ④ 利用者の思いを受容し，納得してもらうよう働きかけている

□ ⑤ 家族の悩みや相談を受けとめる柔軟な対応ができている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 地域での健康教室，サロン事業などへの参加をよびかけている

□ ② 家族へも定期的な健康チェックを働きかけている

□ ③ 介護者の受診時の対応等を配慮している

□ ④ 必要に応じて，市区町で行われている事業や教室の紹介を行っている

□ ⑤ 自宅でも行えるメニューを提示している

□

□

　利用者や家族等の日常の様子や会話などの情報
をもとに，地域でのサロン事業等への参加や家族へ
の医療機関への受診を促すなどの配慮を行うことが
求められます。
　この設問は，利用者・家族のための介護予防につ
いての配慮を問うものです。

設問

４６
活動プロ
グラム

利用者，家族のために介護予防について，配慮していますか。

設問

４５
認知症高
齢者-3

認知症高齢者と家族が安心して生活ができるよう，環境の整備，サービスの提供を行っ
ていますか。

　急激な環境の変化によって，利用者の混乱を招か
ないように，利用者の生活リズムを把握し，利用者の
ペースを大切にしたケアを行うことが求められます。
また，家族の心理的負担にも配慮し，家族を支える
ための社会資源などを必要に応じて紹介する他，医
師や介護支援専門員等と連携をとることも期待されま
す。
　この設問は，認知症高齢者と家族の生活が安定す
るための配慮について問うものです。



３　サービス提供体制

(１)職員の配置・体制に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
担当訪問介護員が，サービス提供責任者にケースの状況を報告・相談し，サービス提供
責任者の同行訪問が必要かどうかを判断するようにしている

□ ②
同行訪問が必要と判断した際には，サービス提供責任者が担当訪問介護員と一緒に訪
問している

□ ③ 新任の訪問介護員や初回訪問などの場合は，サービス提供責任者が同行訪問している

□ ④ ケースの必要に応じて，関係機関と連携している

□ ⑤
ケースの状況から他機関との連携が必要と判断された場合には，利用者の同意を得たう
えで連携を進めている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
サービス実施について，スーパーバイザーによる相談，助言等が得られる機会を確保し
ている

□ ② 事業の運営やケアにかかる会議等を定期的に開き，指導や助言を受けることができる

□ ③
管理責任者や苦情責任者等，責任者を明確にし，定期的にスタッフの指導を行ってい
る

□ ④ 日常的に他の事業所や関係機関，専門職の意見が聞けるシステムがある

□ ⑤
管理者や担当者の会議や意見交換等についての記録があり，必要時にスタッフが確認
することができる

□

□

　サービス提供上の悩みや困ったことが生じた場合
に，主任や管理職等のスーパーバイザーから，助
言・指導が得られるしくみを整えておくことが必要で
す。また内容によっては，事業所外の専門職からの
助言・指導を受ける機会が確保されていることも求め
られます。
　この設問は，職員に対する指導助言の体制づくり
について問うものです。

設問

４８
指導・助
言の体制

個々のサービスの提供に関して，定期的又は随時に指導・助言が行える体制がとられて
いますか。

設問

４７
チームに
よるサー
ビス提供

必要に応じて，サービス提供責任者と担当訪問介護員がチームを組んでサービス提供が
できる体制を取っていますか。

　ケースの状況や訪問介護員のレベル等に応じて，
サービス提供責任者の指導が適切に受けられるよう
に，状況の報告や相談を随時行うことが必要です。ま
た，状況によっては，関係機関との連携を行うことも
求められます。
　この設問は，事業所でのチームケア体制について
評価するものです。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 訪問世帯の所在地，訪問時間の組み合わせ，調整を常に図っている

□ ②
必要に応じて，訪問介護員が自宅から直接利用者宅に訪問し，直接帰宅することができ
るなどの工夫をしている

□ ③ 必要じて，事業所拠点の複数整備を図っている

□ ④
訪問介護員の移動時間を短縮するために活動用の車，バイク，自転車等を確保してい
る

□ ⑤ 直行直帰の場合，利用者の状況などの情報を共有するための工夫をしている

□

□

(２)サービスの質の確保に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
定期的にケアカンファレンスを開催し，必要に応じて専門職の助言が得られるようにして
いる

□ ②
ケアカンファレンスの内容はケース記録や会議録に記載されており，職員間でその内容
を確認，共有している

□ ③ ケアカンファレンスの内容は管理者に報告し，意見を返すしくみがある

□ ④
ケアカンファレンスには利用者・家族，介護支援専門員の参加や意見が得られるように
努めている

□ ⑤
ケアカンファレンスには，必要に応じてかかりつけ医(必要時は歯科医も含む)の参加や
意見が得られるように努めている

□

□

　ケアカンファレンスは，提供したサービスの内容を
客観的に検証する機会になります。利用者，家族，
介護支援専門員や必要に応じて医師の参加や意見
を求める等，幅広い職種の参加を得て，サービス提
供内容の検討を行うことによって，質の高いサービス
を提供することが必要です。また，ケアカンファレンス
の内容を職員間で共有するために，記録を確実に行
うことも求められます。
　この設問は，ケアカンファレンスの際に，職員に対
する指導助言の体制作りについて評価するもので
す。

設問

５０

ケアカン
ファレンス
でのスー
パービ
ジョン

事業所内あるいは外部の専門職の参加を得て，定期的又は必要に応じて，ケアカンファ
レンスの際にスーパービジョン(助言指導)を実施していますか。

設問

４９
効率的な
運営

訪問介護員が効率的に訪問できるように努めていますか。

　訪問にあたっては，事業の効率的な運営という面と
利用者情報の共有などの面から，工夫を行うことが
必要になります。
　この設問は，訪問介護員の移動について，事業所
が行っている配慮について評価するものです。



(３)他機関との連携に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
居宅介護支援事業所との連携に努め，互いの計画書の交付を含め，緊密に連絡しあっ
ている

□ ②
利用者にかかわる他のサービス事業所とも連携体制にあり，情報の共有や収集に努め
ている

□ ③
利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は，介護支援事業者へ連絡するな
ど，必要な支援を行っている

□ ④ 依頼内容や相談内容を記録している

□ ⑤ 地域ケア会議や関係機関との連絡会に，参加している

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
利用者のかかりつけ医(必要時は歯科医も含む)を確認し，定期的に連絡を取るなど連
携している

□ ②
利用者のかかりつけ医(必要時は歯科医も含む)を確認し，必要に応じて連絡をとるなど
連携している

□ ③
介護支援専門員や保健師等を通して，かかりつけ医(必要時は歯科医も含む)からの情
報を得ている

□ ④
必要に応じて，利用者のかかりつけ医(必要時は歯科医も含む)に連絡し，生活上の留
意点を確認している

□ ⑤
必要に応じて，訪問介護計画をかかりつけ医(必要時は歯科医も含む)に提出し，連携を
得ている

□

□

　利用者の中には，医学的な管理を必要とする利用
者もいますので，医師からの情報や留意事項などを
確認し，サービス提供の際にそれらの情報を活かし
ていくことが必要です。
　この設問は，利用者のかかりつけ医（必要時は歯科
医も含む）との連携体制について評価するものです。

設問

５２
関係事業
者・機関と
の連携-2

利用者のかかりつけ医(必要時は歯科医も含む)を確認し，連携を確保していますか。

設問

５１
関係事業
者・機関と
の連携-1

サービス提供事業者や関係機関等との連携，調整を図り，個々の利用者が援助を受けら
れるように努めていますか。

　利用者の生活上のニーズを解決するために，介護
支援専門員を中心とした利用者を取りまくさまざまな
専門職やサービス提供事業者がチームとして，協力
しあうことが必要になります。そのための会議の出
席，記録の整備，連絡調整などを行うことが求められ
ます。
　この設問は，サービス提供機関等との連携の状況
について評価するものです。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
事業活用の必要性のある利用者については，地域包括支援センターや介護支援専門
員に情報提供し，連携している

□ ②
福祉サービス利用援助事業(かけはし)の利用者がいる場合，社協と連携できる体制にあ
る

□ ③ 成年後見制度の利用者がいる場合，後見人と連携できる体制にある

□ ④
福祉サービス利用援助事業(かけはし)，成年後見制度等の利用者の権利擁護の取り組
み(弁護士会等による財産管理制度など)に関する学習を行っている

□ ⑤ 必要な利用者に情報提供できるよう，パンフレット等を準備している

□

□

(４)衛生管理に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 感染予防マニュアルを作成している

□ ② 感染予防に必要な手洗器等の設備機器を設置している

□ ③ 訪問介護員の健康状態をサービス提供前にチェックし，記録している

□ ④ 利用者・家族に対して感染予防に関する普及啓発を行っている

□ ⑤ 体調の悪い職員の交代基準を明確に示し，その運用を行っている

□

□

　感染症を予防し，万一の場合にも罹患範囲を広げ
ないために，職員が必要な知識をもって，日々の業
務にあたることや利用者，家族等へ必要な情報を提
供することが求められます。
　この設問は，感染症を未然に防ぐための対策につ
いて，その取り組みを評価するものです。

設問

５４
感染症対
策-1

感染症予防のための必要な対策を講じていますか。

設問

５３
権利擁護
の取り組
み

利用者の判断能力が低下した場合，福祉サービス利用援助事業(かけはし)の社協職員
や任意後見人，法定後見人などと連携をとれる体制にありますか。

　介護保険制度は契約により，提供されるものであ
り，契約締結能力が低下しつつある利用者には，民
法(成年後見制度)等の他の制度を活用することが求
められます。また，現時点で該当する利用者がいな
い場合でも，連携できる体制を整えておくことや制度
に関する知識を深めておくことは必要です。　この設
問は，利用者の判断能力が低下した場合の体制に
ついて問うものです。
　なお，自己評価の時点で，該当者がいない場合
は，判断能力が低下した利用者がいると仮定して，
その際に事業所として整えるであろう体制について
お答えください。



No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 感染症のある人へ適切なケアを行うためのマニュアルを作成している

□ ② 感染に関する事例の収集を行っている

□ ③ 適切なケアができるよう研修を実施している

□ ④ 感染者のサービス利用について，基準を設けている

□ ⑤ 利用者・家族に対して感染に関する普及啓発を行っている

□

□

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ① 食中毒についてのマニュアルを作成し，活用している

□ ② 食中毒の知識を習得し，業務で活かせるよう研修を行っている

□ ③ 保健所と連携をとりながら，食中毒の知識を得るための研修会を行っている

□ ④ 訪問介護員の健康管理を行ったり，清潔環境を保つよう配慮している

□ ⑤ 利用者・家族に対して食中毒に関する普及啓発を行っている

□

□

　食中毒の防止のために，食材の保管や手洗いの方
法等について，事業所として整える他，万一，食中毒
が発生した場合に備えた対応方法を定め，それらを
職員間に周知徹底することが求められます。
　この設問は，食中毒を未然に防ぐために，事業所と
して利用者宅において行う対策について評価するも
のです。

設問

５６
食中毒対
策

食中毒対策を講じていますか。

設問

５５
感染症対
策-2

感染者に対して適切な対応がなされていますか。

　職員全員が，感染症対策に対して，適切な行動が
とれるよう，日ごろの研修による周知徹底や専門機関
との連絡・連携体制の整備が求められます。
　この設問は，感染症が発生した場合，事業所として
取り組む内容を評価するものです。



(５)事故対策等(リスクマネジメント)に関する項目

No. 小項目 評価の着眼点

☆□ ①
利用者の病状の急変時，事故発生等緊急時の対処方法・連絡先についてマニュアルを
作成している

□ ② 事故発生等の補償対策を定めている

□ ③ 利用者の緊急連絡先を把握している

□ ④ 救命救急訓練を実施している

□ ⑤ 利用者それぞれのかかりつけ医(必要時は歯科医も含む)を把握している

□

□

設問

５７
事故発生
時の対策

利用者の病状の急変，事故発生等緊急時の対処方法(かかりつけ医(必要時は歯科医も
含む))，連絡先，補償対策などを定めていますか。

　利用者の症状が急変した場合や事故が発生した場
合の対処方法を事業所として定める他，その内容を
職員間で周知徹底することが重要です。また万一，
事故が発生した場合等に備え，賠償責任保険への
加入などを行うことも期待されます。
　この設問は，利用者の状態急変および事故発生
等，緊急時の対応体制について問うものです。


